
東
洋
の
思
想
と
宗
敎
　
第
三
十
八
號
　
令
和
三
年
（
二
〇
二
一
）　
三
月
　
拔
刷

梶
　
田
　
祥
　
嗣

儒
家
に
お
け
る
無
爲
の
治

　
　
―
王
安
石
の
經
書
解
釋
を
中
心
に

―



東
洋
の
思
想
と
宗
敎
　
第
三
十
八
號

（ 40 ）

一
　
は
じ
め
に

　

中
國
思
想
に
お
け
る
無
爲
の
治
は
、
衟
家
の
み
な
ら
ず
、
儒
家
に
お

い
て
も
理
想
的
な
統
治
形
態
と
し
て
尊
ば
れ
、
老
莊
を
繼
ぐ
黃
老
思
想

や
法
家
に
も
同
樣
の
傾
向
が
確
認
で
き
る
。
中
國
と
い
う
枠
內
に
限
れ

ば
、
無
爲
の
治
は
究
極
の
統
治
形
態
と
し
て
、
學
派
を
超
越
し
た
普
遍

性
を
有
す
る
政
治
思
想
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

た
だ
、
一
口
に
「
無
爲
の
治
」
と
い
っ
て
も
、
そ
の
內
實
は
學
派
の

數
を
優
に
超
え
た
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
單

に
無
爲
の
治
と
い
う
最
終
目
的
へ
の
プ
ロ
セ
ス
が
學
派
や
書
物
に
よ
っ

て
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
一
見
、
同
じ
よ
う
に
見
え
る

最
終
地
點
に
お
い
て
も
、
そ
こ
で
說
か
れ
る
思
想
は
微
妙
に
、
あ
る
い

は
時
に
大
き
く
異
な
る
の
で
あ
る
。

　

宋
代
で
言
え
ば
、
無
爲
の
治
に
對
す
る
關
心
は
本
稿
で
檢
討
す
る
王

安
石
の
ほ
か
に
も
、
反
王
安
石
の
程
頤
や
そ
の
繼
承
者
で
あ
る
朱
熹
に

お
い
て
も
等
し
く
議
論
の
俎
上
に
載
せ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

彼
ら
の
理
想
と
す
る
無
爲
の
治
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
。

　

も
っ
と
も
先
行
硏
究
で
は
、
儒
家
に
よ
る
無
爲
の
治
は
君
權
を
抑
制

す
る
た
め
の
も
の
と
解
釋
さ
れ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
す
で
に
田
中

秀
樹
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
中
國
近
世
思
想
史
の
權
威
と
し
て
知
ら

れ
る
余
英
時
氏
に
お
い
て
も
、
君
權
を
抑
制
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
一

種
の
「
虛
君
」
制
度
で
あ
る
と
極
論
す
る（

１
）。

　

も
ち
ろ
ん
、
稿
者
は
こ
の
よ
う
な
君
權
規
制
論
を
全
面
的
に
否
定
す

る
わ
け
で
は
な
い
。
君
主
に
無
爲
を
求
め
る
こ
と
は
、
必
然
的
に
臣
下
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に
有
爲
の
任
を
委
ね
る
こ
と
に
な
り
、
君
主
の
主
體
的
な
行
動
は
相
對

的
に
封
じ
込
め
ら
れ
る
。
ま
た
、「
得
君
行
衟
」
と
い
う
君
臣
協
働
を

理
想
と
し
た
宋
代
士
大
夫
に
と
っ
て
、
君
主
の
專
制
は
容
認
す
べ
か
ら

ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
實
で
あ
る
。
し
か
し
、
無
爲
の
治
を
お

し
な
べ
て
君
權
の
掣
肘
の
た
め
と
解
釋
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
本

來
の
「
協
働
」
で
あ
れ
ば
、
士
大
夫
勢
力
全
體
の
勃
興
と
倂
せ
て
、
君

權
の
强
化
も
圖
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

稿
者
の
理
解
で
は
、
王
安
石
は
こ
の
君
臣
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
り
方
に
對

し
て
極
め
て
自
覺
的
で
あ
り
、
宋
代
士
大
夫
の
な
か
で
も
突
出
し
て
君

主
に
よ
る
無
爲
の
治
に
關
心
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で

以
下
で
は
『
三
經
義
』、
特
に
『
書
義
』
や
朝
廷
で
の
神
宗
と
の
遣
り

取
り
を
對
𧰼
に
、
王
安
石
が
無
爲
の
治
に
對
し
て
ど
の
よ
う
な
論
を
提

示
し
た
の
か
を
確
認
し
、
無
爲
と
君
權
と
の
關
係
に
つ
い
て
檢
討
を
試

み
た
い
。二

　
儒
家
に
お
け
る
無
爲
の
治

　

王
安
石
の
無
爲
の
治
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
、
儒
家
の
無
爲
に
つ

い
て

單
に
觸
れ
て
お
く
。
當
該
分
野
で
は
、
楠
山
春
樹
氏
「
儒
家
に

お
け
る
無
爲
の
思
想
」（『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
』
第
七
九
號
、
一
九
九
二
年
、

の
ち
『
衟
家
思
想
と
衟
敎
』（
平
河
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）
所
收
）
が
漢
代

を
中
心
に
朱
熹
に
到
る
ま
で
儒
家
の
代
表
的
な
無
爲
の
思
想
を
取
り
上

げ
て
お
り
、
そ
の
着
眼
點
や
分
析
方
法
に
は
裨
益
す
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
。
よ
っ
て
、
ま
ず
は
楠
山
氏
の
驥
尾
に
付
す
か
た
ち
で
、
王
安
石
以

外
の
代
表
的
な
儒
家
の
無
爲
に
つ
い
て
一
瞥
し
て
お
き
た
い
。

　

儒
家
經
典
に
お
け
る
無
爲
の
思
想
の
代
表
例
と
し
て
は
、『
論
語
』

衞
靈
公
の
「
子
日
、
無
爲
而
治
者
其
舜
也
與
。
夫
何
爲
哉
。
恭
己
正
南

面
而
已
」
が
よ
く
知
ら
れ
、
舜
に
よ
る
統
治
に
無
爲
の
語
が
付
さ
れ

る
。
ま
た
『
論
語
』
泰
伯
に
も
、「
子
曰
、
巍
巍
乎
。
舜
禹
之
有
天
下

也
。
而
不
與
焉
」
と
あ
っ
て
、
舜
等
の
古
圣
王
の
政
治
的
功
績
が
「
不

與
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
無
爲
も
し
く
は
無
爲
的
な
表
現
を
用
い
て

顯
彰
さ
れ
る
。
前
者
の
衞
靈
公
篇
に
對
す
る
何
晏
『
論
語
集
解
』、
い

わ
ゆ
る
古
註
で
は
、「
言
任
官
得
其
人
、
故
無
爲
而
治
」（『
論
語
集
解
』

八
）
と
註
釋
さ
れ
、
舜
は
有
能
な
臣
下
を
任
官
し
た
ゆ
え
に
、
無
爲
の

治
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
。

　

楠
山
氏
に
よ
れ
ば
、
無
爲
の
治
と
任
官
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
古
註

の
ほ
か
に
も
、『
大
戴
禮
記
』
主
言
に
、「
昔
者
舜
、
左
禹
而
右
皋
陶
、

不
下
席
而
天
下
治
」
と
あ
り
、
ま
た
劉
向
『
新
序
』
雜
事
四
に
も
、「
故

王
者
勞
於
求
人
、
佚
於
得
賢
。
舜
擧
衆
賢
在
位
、
垂
衣
裳
、
恭
己
無
爲

而
天
下
治
」
な
ど
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
賢
臣
を
得
て
自
身
は
政
務
に
關

與
し
な
か
っ
た
と
い
う
何
晏
の
見
解
は
、
漢
代
に
お
い
て
す
で
に
通
說
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と
な
っ
て
い
た
。
同
時
に
、
何
晏
の
說
は
『
論
語
』
の
原
義
を
得
て

い
る
と
い
う
（
楠
山
氏
前
揭
書
四
一
〇
～
四
一
一
頁
）。
こ
の
こ
と
は
『
尙

書
』
を
は
じ
め
、『
論
語
』、『
孟
子
』
等
に
人
材
を
得
る
こ
と
至
難
の

旨
を
强
調
し
、
堯
・
舜
の
二
帝
が
補
佐
の
賢
臣
の
確
保
を
最
大
急
務
と

し
た
こ
と
（
同
上
四
一
二
頁
）
か
ら
も
窺
い
知
れ
よ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
『
論
語
』
に
言
う
無
爲
と
は
圣
人
を
主
體
と
し
た
無
爲
の

治
を
指
し
、
個
人
的
な
逸
樂
や
逍
遙
自
适
を
標
榜
す
る
衟
家
の
無
爲
と

は
明
ら
か
に
性
格
を
異
に
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
舜
の
無
爲
を
め
ぐ
っ

て
は
、「
鼓
五
絃
之
琴
、
歌
南
風
之
詩
而
天
下
治
」
と
、
殊
更
何
も
せ

ず
安
逸
に
過
ご
す
さ
ま
が
『
韓
非
子
』
外
儲
說
左
上
に
あ
り
、
そ
れ
に

類
似
す
る
記
述
が
陸
賈
『
新
語
』
無
爲
、『
淮
南
子
』
詮
言
訓
・
泰
族

訓
、『
禮
記
』
樂
記
等
に
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
說
は
い
ず
れ
も
帝
王
は

實
際
の
政
務
に
關
與
し
な
い
と
い
う
趣
旨
で
一
致
し
、
そ
の
政
治
的
態

度
を
無
爲
と
稱
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
南
風
の
歌
を
引
く
舜
の
圣
人
像

は
、
古
註
で
說
か
れ
る
任
官
の
側
面
を
舍
𧰼
し
て
、
衟
家
と
紛
う
よ

う
な
無
爲
の
み
を
突
出
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
（
同
上
四
一
三
～
四
一
八

頁
）。

　

上
引
の
『
論
語
』
衞
靈
公
篇
に
對
す
る
朱
熹
の
新
註
は
、
こ
れ
ま
で

擧
げ
て
き
た
舜
の
無
爲
と
は
ま
た
別
個
の
解
釋
を
提
示
す
る
。
同
じ
く

楠
山
氏
の
論
に
從
え
ば
、
舜
に
よ
る
無
爲
の
治
は
、「
圣
人
德
盛
而
民

化
、
不
待
其
有
所
作
爲
也
。
…
…
恭
己
者
、
圣
人
敬
德
之
容
。
既
無
所

爲
、
則
人
之
所
見
如
此
而
已
」
と
、
盛
德
に
よ
っ
て
自
ず
と
民
が
歸
服

す
る
さ
ま
を
稱
し
、
圣
人
は
ひ
た
す
ら
自
身
の
敬
德
、
す
な
わ
ち
衟
德

的
修
養
に
勵
む
の
み
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
朱
熹
は
、
君
主
の
修
德

は
殊
更
何
を
せ
ず
と
も
民
を
感
化
す
る
と
い
う
德
治
の
極
限
の
意
に
と

る
の
で
あ
る
（
同
上
四
一
八
～
四
一
九
）。
天
子
か
ら
平
民
ま
で
一
律
の

衟
德
で
覆
い
、
君
主
に
も
修
養
を
求
め
る
衟
學
的
な
思
想
が
反
映
さ
れ

た
論
と
評
し
得
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
舜
に
お
け
る
無
爲
の
言
說
を
め
ぐ
っ
て
は
、
任
官
に
人

を
得
る
と
い
う
見
解
か
ら
、
任
官
の
說
明
を
付
さ
ず
に
無
爲
の
み
を
突

出
さ
せ
る
安
逸
的
な
圣
人
像
、
は
て
は
德
治
主
義
に
基
づ
く
理
想
的
君

主
に
到
る
ま
で
解
釋
の
幅
は
相
當
に
廣
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

で
は
、
王
安
石
は
無
爲
の
治
を
ど
の
よ
う
に
解
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
漢
儒
か
ら
朱
熹
に
い
た
る
一
連
の
論
の
な
か
で
は
、
無
爲
を
說
き

な
が
ら
任
官
を
强
調
す
る
點
（
後
述
）
で
何
晏
の
說
と
共
通
す
る（

２
）。

た

だ
、
そ
の
基
本
路
線
は
似
通
っ
て
い
る
も
の
の
、
王
安
石
は
無
爲
の
治

と
任
官
と
の
關
係
に
つ
い
て
よ
り
重
層
的
な
議
論
を
展
開
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、『
書
義（

３
）』

に
お
い
て
君
臣
の
分
が
重
要
な
テ
ー
マ
の
ひ

と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
先
行
硏
究
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ

る（
４
）。
と
り
わ
け
『
尙
書
』
洛
誥
の
冐
頭
「
復
子
明
辟
」
の
解
釋
で
は
、
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「
朕
れ
子
に
明
辟
を
復
（
か
へ
）
す
」
と
讀
ん
で
、
當
時
攝
政
で
あ
っ
た

週
公
が
成
王
に
天
子
の
位
を
返
還
し
た
と
す
る
孔
安
國
の
傳
（
と
そ
れ

を
踏
ま
え
る
『
尙
書
正
義
』
の
孔
疏
）
等
の
解
に
對
し
て
、
王
安
石
が
異

論
を
立
て
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
先
學
の
論
考

を
參
照
さ
れ
た
い
が
、
そ
の
大
略
の
み
を
記
せ
ば
、
王
安
石
は
「
復
」

を
「
か
へ
す
」
で
は
な
く
政
事
を
奏
上
す
る
意
の
「
も
う
す
」
と
讀

み
、
成
王
か
ら
命
じ
ら
れ
た
攝
政
の
職
事
を
成
王
に
報
吿
し
た
意
と
取

る
。
つ
ま
り
、
週
公
に
よ
る
攝
政
は
職
務
を
代
行
し
た
攝
事
で
あ
っ
て

攝
位
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
王
安
石
の
主
張
の
骨
子
で
あ
り
、『
荀

子
』
儒
效
の
「
君
臣
易
位
」
お
よ
び
『
禮
記
』
明
堂
位
の
「
週
公
踐
天

子
之
位
以
治
天
下
」
等
が
と
る
攝
位
說
を
論
破
し
て
い
る
。

　

こ
の
新
說
は
葉
夢
得（

５
）、

史
澔（

６
）、

楊（
７
）等

が
支
持
し
、
反
王
學
の
立
場

に
あ
っ
た
林
之
奇
で
さ
え
、「
復
命
」
說
に
は
異
を
唱
え
つ
つ
も
、
君

臣
の
分
を
嚴
然
に
守
る
觀
點
に
つ
い
て
は
絕
贊
し
て
い
る（

８
）。
陳
瓘
も
、

「
臣
若
不
洗
心
自
新
、
痛
絕
王
氏
、
則
何
以
明
臣
改
過
之
心
乎
。
臣
之

所
以
著
『
尊
堯
集
』
者
、
爲
欲
明
臣
改
過
之
心
而
已
矣
。
莊
週
曰
、

「
明
此
以
南
嚮
、
堯
之
爲
君
也
。
明
此
以
北
面
、
舜
之
爲
臣
也
」。
莊
週

之
衟
、
虛
誕
無
實
而
不
可
以
治
天
下
。
然
於
名
分
之
際
不
敢
不
嚴
也
」

（『
四
明
尊
堯
集
』
序
）
と
、
王
安
石
の
堯
舜
論
は
『
莊
子
』
に
負
う
と
こ

ろ
が
多
い
も
の
の
、
名
分
に
つ
い
て
は
嚴
格
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
王
安
石
の
『
書
義
』
は
君
臣
關
係
の
峻
別
に
終
始
す
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
。『
尙
書
』
週
書
・
立
政
「
庶
獄
・
庶
愼
、
文
王

罔
敢
知
于
茲
」
に
對
す
る
註
で
は
、
君
臣
閒
の
上
下
關
係
と
倂
せ
て
、

君
主
に
よ
る
任
官
と
無
爲
の
治
を
說
く
。

君
衟
は
臣
下
の
選
拔
を
職
と
す
る
。
上
に
あ
る
者
は
必
ず
無
爲
に

よ
っ
て
天
下
を
用
い
、
下
に
あ
る
者
は
必
ず
有
爲
に
よ
っ
て
天
下

に
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
は
君
臣
の
分
で
あ
る
。

（
君
衟
以
擇
人
爲
職
。
上
必
無
爲
而
用
天
下
、
下
必
有
爲
而
爲
天
下
用
。

此
君
臣
之
分
也
。）（『
書
蔡
氏
傳
輯
錄
纂
註
』
五
ほ
か
所
引
、『
程
輯
書

義
』
二
〇
一
頁
）

「
上
必
無
爲
而
用
天
下
、
下
必
有
爲
而
爲
天
下
用
」
は
『
莊
子
』
天
衟

篇
の
文
。
王
安
石
は
文
王
が
刑
獄
・
典
法
の
職
事
に
關
知
し
な
か
っ
た

こ
と
を
無
爲
の
語
で
表
し
、
さ
ら
に
文
王
と
刑
官
に
對
し
無
爲
と
有
爲

の
上
下
構
造
を
當
て
は
め
て
、
兩
者
の
立
場
の
違
い
を
說
明
す
る（

９
）。

上
が
無
爲
、
下
が
有
爲
と
い
う
君
臣
關
係
に
つ
い
て
は
、「
無
爲
而
用

臣
子
者
、
君
父
也
。
有
爲
而
爲
君
父
用
者
、
臣
子
也
」（
馮
椅
『
厚
齋
易

學
』
一
二
）、
あ
る
い
は
、「
日
月
之
行
、
則
有
鼕
有
夏
、
何
也
。
言
、

歲
之
所
以
爲
歲
、
以
日
月
之
有
行
、
而
歲
無
爲
也
。
犹
王
之
所
以
爲

王
、
亦
以
卿
士
・
師
尹
之
有
行
、
而
王
無
爲
也
」（「
洪
範
傳
」、
六
五
）、

の
よ
う
に
、
王
安
石
の
註
釋
や
論
考
に
散
見
さ
れ
る
枠
組
で
あ
る）

（1
（

。
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註
意
す
べ
き
は
、
儒
家
の
圣
人
で
あ
る
文
王
に
對
し
て
、「
無
爲
」

と
い
う
敢
え
て
衟
家
と
紛
う
よ
う
な
語
で
形
容
し
な
が
ら
、
一
方
で

「
君
衟
は
人
を
擇
ぶ
」、
す
な
わ
ち
臣
下
の
任
命
を
君
主
の
あ
る
べ
き
職

務
と
し
て
說
く
點
で
あ
る
。
こ
の
無
爲
の
治
と
人
事
權
の
掌
握
は
、
表

面
上
は
方
向
性
を
全
く
異
に
す
る
が
、
王
安
石
は
兩
者
を
同
一
文
脉
上

に
倂
置
さ
せ
て
い
る
。

　
『
書
義
』
編
纂
の
中
心
人
物
と
さ
れ
る
王
雱
『
老
子
註
』
に
も
、「
君

尊
臣
卑
、
各
有
常
分
。
君
以
無
爲
而
任
衟
、
臣
以
有
爲
而
治
事
。
衟
之

與
事
相
去
遠
矣
。
故
典
獄
則
有
司
殺
、
治
木
則
有
大
匠
。
君
不
與
焉
、

仰
成
而
已
。
…
…
傳
曰
、『
舜
何
爲
哉
。
恭
己
正
南
面
而
已
』。
衟
實
兼

事
。
故
君
得
兼
臣
。
然
君
而
事
事
、
失
其
所
以
爲
君
矣
。
臣
之
事
事
、

而
殺
伐
尤
爲
非
衟
。
故
深
言
之
、
蓋
經
稱
不
以
兵
强
天
下
、
而
犹
曰
、

『
以
衟
佐
主
者
』。
誠
以
以
衟
爲
主
、
則
豈
暇
議
彼
哉
」（
第
七
四
章
）

と
、
右
の
安
石
註
に
類
似
し
た
記
述
が
見
え
、
君
主
は
無
爲
、
臣
下
は

有
爲
を
そ
れ
ぞ
れ
擔
う
こ
と
で
、
君
主
は
臣
下
に
政
治
を
任
せ
、
臣
下

に
よ
る
政
治
を
振
り
仰
ぐ
の
み
で
あ
る
と
す
る
。

　

王
安
石
・
王
雱
の
い
う
無
爲
の
治
は
儒
家
の
圣
人
を
衟
家
的
に
解
す

る
の
で
も
な
く
、
衟
家
の
無
爲
を
儒
家
側
に
引
き
つ
け
て
解
釋
す
る
も

の
で
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
從
來
の
儒
衟
合
一
的
な
視
座
か
ら
で
は
そ

の
十
全
な
論
證
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
如
上
の
よ
う

な
註
釋
を
施
す
背
景
に
は
、
儒
衟
合
一
と
い
う
枠
組
と
は
別
の
觀
點
か

ら
考
察
を
試
み
る
必
要
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
先
に
引
い
た
王
雱
『
老

子
註
』
の
「
君
不
與
焉
、
仰
成
而
已
」
は
『
尙
書
』
畢
命
に
あ
る
康
王

が
垂
拱
し
て
畢
公
に
政
治
を
委
任
す
る
故
事
を
下
敷
き
に
す
る
が
、
こ

の
よ
う
な
『
尙
書
』
等
の
經
書
に
見
え
る
無
爲
に
關
連
す
る
記
述
を
意

識
的
に
抽
出
し
て
、
君
主
の
理
想
的
な
あ
り
方
と
し
て
賞
揚
す
る
よ
う

な
記
述
は
、
王
安
石
の
經
書
解
釋
や
神
宗
へ
の
發
言
に
も
少
な
か
ら
ず

散
見
さ
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
君
臣
の
分
を
嚴
格
に
す
る
延
長
線
上
に
君
主
の
無
爲
を
說

く
こ
と
は
、
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
儒
者
と
し
て
當
然
の
營
爲
で
あ

る
。
た
だ
王
安
石
の
言
う
無
爲
の
治
は
そ
の
よ
う
な
分
限
的
な
文
脉
に

は
收
ま
ら
な
い
、
別
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
解
明
に
は

從
來
の
よ
う
な
『
老
子
註
』
や
『
書
義
』
だ
け
で
な
く
、
王
安
石
の
著

述
・
發
言
全
般
か
ら
檢
證
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

三
　
舍
己
從
人

　

王
安
石
の
『
尙
書
』
重
視
は
、『
書
義
』
作
成
以
前
か
ら
確
認
で
き

る
。
熙
甯
元
年
鼕
、
神
宗
の
求
め
に
應
じ
て
『
禮
記
』
を
進
講
し
た

が
、
安
石
は
雜
駁
に
過
ぎ
る
『
禮
記
』
よ
り
も
、『
尙
書
』
に
あ
る
帝

王
の
制
に
つ
い
て
、
人
主
が
急
ぎ
理
解
す
べ
き
と
こ
ろ
を
講
義
し
た
方
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が
よ
い
と
進
言
し
、『
禮
記
』
を
取
り
止
め
た
と
い
う）

（（
（

。
こ
の
經
筵
で

の
進
講
の
內
容
は
未
詳
で
あ
る
が
、
後
の
『
書
義
』
編
纂
の
土
臺
に
な

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

王
安
石
は
朝
廷
で
の
奏
議
に
お
い
て
も
度
々
『
尙
書
』
を
自
說
の
根

據
に
利
用
す
る
。
當
時
の
朝
廷
は
新
法
改
革
の
是
非
を
め
ぐ
る
議
論
が

沸
騰
し
、
政
權
運
營
に
支
障
を
き
た
す
ほ
ど
の
狀
況
で
あ
っ
た
。
王
安

石
は
そ
の
對
處
を
神
宗
に
尋
ね
ら
れ
て
、『
尙
書
』
堯
典
に
登
場
す
る

共
工
を
呂
公
著
に
、
當
時
呂
公
著
の
配
下
に
あ
っ
た
陳
襄
と
程
顥
を

（
共
工
を
推
薦
し
た
）
驩
兜
に
擬
え
、
呂
公
著
一
派
を
用
い
な
い
よ
う
に

と
提
言
し
て
い
る
（『
長
編
』
二
一
〇
、
熙
甯
三
年
四
月
甲
申
條
）。

　

こ
の
よ
う
な
レ
ッ
テ
ル
貼
り
レ
ベ
ル
の
文
言
は
さ
て
お
き
、
王
安
石

は
基
本
的
に
經
書
解
釋
と
實
際
の
政
治
と
は
決
し
て
乖
離
す
る
も
の
で

は
な
い
と
い
う
信
念
を
も
っ
て
い
た
。
次
の
熙
甯
二
年
二
月
の
制
置
三

司
條
例
司
が
設
置
さ
れ
る
⺇
緣
と
な
っ
た
神
宗
と
王
安
石
と
の
遣
り
取

り
に
は
、
王
安
石
の
經
書
に
對
す
る
基
本
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。

神
宗
「
人
が
そ
な
た
を
理
解
で
き
な
い
の
は
、
そ
な
た
は
經
學
を

知
っ
て
い
る
が
、
實
務
に
は
明
る
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
ろ
う
」。
安
石「
經
學
は
ま
さ
に
實
務
を
治
め
る
根
本
で
す
が
、

後
世
の
い
わ
ゆ
る
儒
者
は
、
大
抵
皆
凡
人
で
あ
る
た
め
、
世
俗
の

人
び
と
は
皆
、
經
學
は
實
務
に
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
っ

て
い
る
だ
け
で
す
」。
神
宗
「
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
そ
な
た
は
ま

ず
何
を
實
行
す
べ
き
と
思
う
か
」。
安
石
「
風
俗
を
變
え
、
法
度

を
立
て
る
こ
と
が
、
ま
さ
に
現
在
の
急
務
で
す
」。
神
宗
は
頷
い

た
。

（
上
謂
曰
、「
人
皆
不
能
知
卿
、
以
爲
卿
但
知
經
術
、
不
曉
世
務
」。
安
石

對
曰
、「
經
術
正
所
以
經
世
務
、
但
後
世
所
謂
儒
者
、
大
抵
皆
庸
人
、
故

世
俗
皆
以
爲
經
術
不
可
施
於
世
務
爾
」。
上
問
、「
然
則
卿
所
施
設
以
何

先
」。
安
石
曰
、「
變
風
俗
、
立
法
度
、
正
方
今
之
所
急
也
」。
上
以
爲

然
。）（『
宋
史
』
三
二
七
「
王
安
石
傳
」、『
東
都
事
略
』
七
九
「
王
安
石

傳
」
に
も
同
文
を
載
せ
る
。）

こ
の
ほ
か
に
も
范
純
仁
が
、
經
學
は
本
來
人
主
を
輔
佐
す
る
も
の
で
あ

る
の
に
、
王
安
石
は
理
財
を
優
先
さ
せ
て
い
る
と
責
め
た
の
に
對
し

て
、「
正
爲
經
術
以
理
財
爲
先
、
故
爲
之
。
若
不
合
經
術
、
必
不
出
此
」

（『
日
錄
』、『
四
明
尊
堯
集
』
五
「
理
財
門
」
所
引
）
と
、『
週
禮
』
を
根
據

に
理
財
の
優
先
こ
そ
が
經
書
の
敎
え
そ
の
も
の
で
あ
る
と
反
論
す
る）

（1
（

。

經
學
は
政
務
の
根
本
的
な
規
範
で
あ
り
、
兩
者
は
一
貫
し
て
不
卽
不
離

に
あ
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
保
持
し
て
い
る
。

　

ま
た
王
安
石
は
、「
宜
其
歷
年
以
千
數
、
而
圣
人
之
經
卒
於
不
明
、

而
學
者
莫
能
資
其
言
以
施
於
世
也
」（「
書
洪
範
傳
後
」、
七
一
）
と
、
數

千
年
來
、
經
書
に
隱
さ
れ
た
圣
人
の
微
旨
が
不
明
で
あ
る
だ
け
で
な
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く
、
そ
れ
を
世
に
施
す
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
は

先
の
『
宋
史
』
に
言
う
「
法
度
」
が
立
て
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
と
同
意

で
あ
ろ
う
。
別
の
角
度
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
「
法
度
」
と
は
何
か
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
王
安
石
の
考
え
る
經
學
の
至
上
命
題
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
經
學
と
政
務
と
は
必
然
的
に
直
結

す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
課
題
意
識
は
、
王
安
石
の
經
書
解
釋
に
通
底

す
る
思
想
的
特
徵
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

た
だ
、「
法
度
」
に
つ
い
て
は
「
上
仁
宗
皇
帝
言
事
書
」（
三
九
）
い

わ
ゆ
る
「
萬
言
書
」
や
『
長
編
』
等
で
そ
の
重
要
性
が
說
か
れ
る
も
の

の
、
王
安
石
自
身
そ
の
內
容
を
丁
甯
に
說
明
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
法
度
は
表
面
的
に
は
古
代
の
圣
王
に
よ
る
理
想
的
な
統
治
規
範
あ

る
い
は
制
度
の
意
で
あ
る
が
、
先
の
范
純
仁
も
王
安
石
の
法
度
は
祖
宗

の
法
度
を
變
更
し
た
も
の
で
あ
る）

（1
（

と
批
判
す
る
よ
う
に
、
法
度
の
內
實

は
解
釋
す
る
者
の
三
代
觀
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
。
よ
っ
て
、
王
安

石
の
考
え
る
理
想
的
な
統
治
と
は
何
か
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
必
要

が
あ
ろ
う
。

　

王
安
石
の
法
度
を
知
る
う
え
で
興
味
深
い
解
釋
の
ひ
と
つ
に
、
堯
に

よ
る
鯀
の
任
命
が
あ
る
。
人
も
知
る
よ
う
に
、
堯
は
「
命
を
方
（
す
）

て
族
を
圮
（
や
ぶ
）
る
」（『
尙
書
』
堯
典
）
よ
う
な
惡
人
の
鯀
を
治
水
の

任
に
就
け
た
。
圣
人
が
な
ぜ
不
适
任
者
を
選
ん
だ
の
か
と
い
う
疑
問
に

對
し
て
孔
傳
で
は
、
堯
は
鯀
が
一
族
を
害
す
る
極
惡
人
で
あ
っ
た
こ
と

を
知
っ
て
い
た
が
、
治
水
の
能
力
に
つ
い
て
は
未
知
數
で
あ
っ
た
た
め

と
す
る）

（1
（

。
ま
た
『
正
義
』
で
は
堯
が
鯀
を
用
い
た
論
據
と
し
て
、
堯
は

下
民
が
嘆
く
の
を
見
て
、
自
己
の
是
を
曲
げ
衆
人
の
非
に
從
っ
た
と
い

う
馬
融
の
說
と
、
當
座
の
要
求
か
ら
や
む
を
得
ず
鯀
を
任
用
し
た
と
す

る
李
顒
の
說
を
引
く）

（1
（

。
た
だ
兩
者
の
說
は
常
識
的
な
見
地
か
ら
し
て
、

圣
人
が
そ
の
よ
う
な
妥
協
的
姿
勢
を
と
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
殘
る
。

總
じ
て
、『
正
義
』
に
載
せ
る
諸
說
で
は
苦
肉
の
策
か
ら
鯀
を
治
水
の

任
に
就
け
た
と
み
な
し
、
鯀
を
試
用
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
踏
み
込
ん

だ
議
論
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　

王
安
石
は
當
時
、
經
學
上
の
權
威
で
あ
っ
た
『
正
義
』
に
異
論
を
唱

え
、
い
わ
ゆ
る
「
新
義
」
を
提
示
し
た
こ
と
は
週
知
の
通
り
で
あ
る

が
、
鯀
を
め
ぐ
る
解
釋
に
お
い
て
も
そ
の
姿
勢
は
貫
か
れ
て
い
る）

（1
（

。
次

の
「
策
問
十
衟
」
の
第
一
問
目
で
は
、
從
來
の
鯀
に
關
す
る
諸
說
を
ほ

ぼ
否
定
し
、
か
つ
そ
れ
ま
で
に
な
い
新
た
な
問
題
を
提
起
し
た
。

問
題
。
堯
が
鯀
を
登
用
し
た
こ
と
は
、『
尙
書
』
に
詳
し
い
。
堯

は
鯀
が
不
适
任
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
上
で
鯀
を
試

用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
堯
は
鯀
が
不
适
任
で
あ
る

こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
知
ら
な
か
っ
た
と
す
れ

ば
、
堯
は
圣
人
と
し
て
の
資
格
が
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
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（
堯
は
鯀
が
）
不
适
任
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
そ
れ
で
も
試

み
に
用
い
た
と
す
れ
ば
、
九
年
も
の
閒
民
を
水
害
で
苦
し
め
た
の

は
や
は
り
長
す
ぎ
る
。
幸
い
に
し
て
群
臣
が
最
終
的
に
は
舜
や
禹

を
推
擧
し
た
が
、
不
幸
に
も
再
び
鯀
を
推
薦
す
れ
ば
、
ま
た
九
年

鯀
を
試
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
堯
の
完
全
な
圣
性
で
鯀
の
極
惡

ぶ
り
を
知
る
の
で
あ
る
か
ら
、
堯
は
み
ず
か
ら
信
じ
て
疑
わ
な
い

ほ
ど
（
鯀
の
こ
と
を
）
知
っ
て
い
た
は
ず
で
、
ど
う
し
て
群
臣
（
の

意
見
）
に
引
き
ず
ら
れ
た
り
し
た
だ
ろ
う
か
。（
堯
は
）
必
ず
や

「
私
は
群
臣
の
意
見
を
聽
い
た
だ
け
で
、
自
分
か
ら
任
命
し
た
の

で
は
な
い
」
と
言
っ
た
と
す
れ
ば
、
圣
人
の
心
は
民
を
救
う
こ
と

を
最
優
先
に
し
、
そ
の
取
舍
選
擇
は
是
非
の
い
か
ん
を
顧
み
る
は

ず
で
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
の

よ
う
な
や
り
方
を
後
世
の
法
と
し
た
と
す
れ
ば
、
明
哲
な
君
主
が

（
臣
下
に
）
牽
制
さ
れ
て
、
よ
か
ら
ぬ
事
態
を
招
く
と
い
っ
た
こ
と

が
ど
う
し
て
避
け
ら
れ
よ
う
か
。
あ
る
人
は
、「
堯
は
治
水
の
術

を
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
自
分
に
先
ん
じ
て
鯀
に
任
せ
た
」
と
言

い
、
ま
た
あ
る
人
は
「
長
ら
く
民
は
水
害
に
苦
し
ん
だ
こ
と
で
禹

の
功
績
が
よ
り
大
き
な
も
の
と
な
っ
た
」
と
言
う
。
こ
れ
ら
の
說

は
み
な
閒
違
っ
て
い
る
。
堯
は
民
を
苦
し
ま
せ
る
こ
と
で
、
禹
を

私
的
に
用
い
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
禹
は
民
が
苦
し
む
の

を
利
用
し
て
、
自
ら
の
功
績
を
大
い
な
る
も
の
に
し
た
、
と
い
う

よ
う
な
こ
と
も
あ
り
え
な
い
。
民
が
苦
し
む
こ
と
で
、
臣
下
を
私

し
、
民
が
苦
し
む
の
を
利
用
し
て
自
ら
の
功
績
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
こ
に
堯
・
禹
と
し
て
の
存
在
意
義
は
あ
ろ
う
か
。
ま
た
思
う
に

（
堯
が
）
術
數
に
泥
ん
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
圣
人
の
解
釋
は

い
よ
い
よ
淺
い
。
さ
ら
に
、
鯀
に
は
治
水
の
術
が
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
鯀
は
ど
う
し
て
死
罪
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
問
。
堯
擧
鯀
於
書
詳
矣
。
堯
知
其
不
可
、
然
且
試
之
邪
、
抑
不
知
之
也
。

不
知
、
非
所
以
爲
圣
也
。
知
其
不
可
、
然
且
試
之
、
則
九
載
之
民
其
爲
病

也
亦
久
矣
。
幸
而
群
臣
遂
擧
舜
・
禹
、
不
幸
復
稱
鯀
、
此
亦
將
以
九
載
試

之
邪
。
以
堯
之
大
圣
知
鯀
之
大
惡
、
其
知
之
也
足
以
自
信
不
疑
矣
、
何
牽

於
群
臣
也
。
必
曰
、「
吾
唯
群
臣
之
聽
、
不
自
任
也
」、
圣
人
之
心
急
於
救

民
、
其
趣
舍
顧
是
否
何
如
、
豈
固
然
邪
。
必
以
爲
後
世
法
、
得
無
明
哲
之

主
牽
制
以
召
敗
者
邪
。
或
曰
、「
堯
知
水
之
數
。
故
先
之
以
鯀
」。
或
曰
、

「
久
民
病
以
大
禹
功
」。
是
皆
不
然
。
堯
必
不
以
民
病
私
禹
、
禹
必
不
以
利

民
病
而
大
己
功
。
以
民
病
私
其
臣
、
利
民
病
以
爲
己
功
、
烏
在
其
爲
堯
・

禹
也
。
又
以
爲
泥
於
數
、
其
探
圣
人
滋
淺
矣
。
且
謂
之
有
數
、
鯀
何
罪
其

殛
死
也
。）（
七
〇
）

鯀
を
め
ぐ
る
議
論
は
一
般
に
治
水
の
功
績
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
こ
と
が

多
い
。
し
か
し
王
安
石
は
そ
の
治
水
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
せ
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ず
、
堯
に
よ
る
鯀
の
任
用
に
論
點
を
絞
る
。
先
に
擧
げ
た
『
正
義
』
の

諸
見
解
と
比
べ
る
と
、
鯀
の
任
用
が
抱
え
る
矛
盾
を
執
拗
な
ま
で
に
深

掘
り
し
て
い
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
堯
が
鯀
の

不
适
性
を
知
悉
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
九
年
も
の
閒
民
衆
が
水

害
で
苦
し
む
こ
と
に
な
っ
た
の
か
を
說
明
で
き
な
い
。
反
對
に
、
堯
が

鯀
の
适
性
を
知
ら
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
圣
人
と
し
て
の
資
質
が
な
い

こ
と
に
な
る
。
他
方
で
、
圣
人
と
し
て
の
資
質
が
備
わ
っ
て
い
れ
ば
、

堯
が
臣
下
に
よ
る
鯀
の
推
薦
を
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
も

し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
臣
下
に
よ
っ
て
意
の
ま
ま
に
操
ら
れ
る
危
險
性

が
出
て
く
る
。
ま
た
圣
人
の
役
割
が
救
民
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
鯀
の
任

用
は
そ
も
そ
も
あ
り
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に
鯀
任
命
の
問
題
は
、
あ
る

一
面
か
ら
假
說
を
立
て
る
と
、
別
の
面
か
ら
批
判
や
矛
盾
が
生
じ
て
し

ま
う
と
い
う
構
造
を
も
つ
。
策
問
と
し
て
は
格
好
の
題
材
で
あ
る
が
、

圣
人
に
必
要
な
條
件
を
す
べ
て
滿
た
す
よ
う
な
解
釋
を
導
き
出
す
こ
と

は
至
難
の
業
で
あ
り
、
解
答
者
泣
か
せ
の
問
題
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

實
は
こ
の
難
問
に
こ
そ
王
安
石
の
法
度
、
す
な
わ
ち
理
想
的
な
圣
王

の
あ
り
方
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
次
の
『
書
義
』
に
は
、

王
安
石
に
よ
る
策
問
の
解
答
が
確
認
で
き
る
。

「（
堯
は
）
鯀
が
「
命
を
方
て
族
を
圮
る
」
こ
と
を
知
っ
て
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
的
に
登
用
し
た
の
は
、
な
ぜ
か
」。「
そ
の

當
時
は
、
ま
だ
舜
・
禹
は
と
も
に
世
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

朝
廷
に
お
い
て
信
任
さ
れ
て
い
た
の
は
、
鯀
の
み
で
あ
っ
た
。
圣

人
は
人
を
超
え
る
明
智
を
備
え
て
い
る
が
、
そ
れ
を
自
ら
用
い
る

こ
と
は
な
い
。
そ
の
た
め
、『
尙
書
』
に
「
衆
に
稽
え
て
、
己
を

舍
て
人
に
從
ふ
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
鯀
は
任
命
す
べ
き
で

な
い
と
疑
っ
た
と
は
い
え
、
臣
下
が
鯀
の
任
用
に
同
意
し
た
こ
と

も
、
無
下
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、「
誰
を
か
毀
り
誰

を
か
譽
め
ん
。
如
し
譽
む
る
所
の
者
有
れ
ば
、
其
れ
試
み
る
所
有

ら
ん
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
人
を
稱
贊
し
て
（
寀
用
す
る
）

と
き
に
も
必
ず
試
用
期
閒
を
設
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
人
を
辭
め
さ

せ
る
と
き
に
も
、
必
ず
試
用
期
閒
を
設
け
る
の
で
あ
っ
て
、（
そ

の
試
用
期
閒
に
お
い
て
）
任
用
に
堪
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
後
に

辭
め
さ
せ
れ
ば
よ
い
だ
け
で
あ
る
。
…
…
圣
人
の
立
法
は
、
す
べ

て
衆
人
を
も
と
に
制
定
さ
れ
る
。
中
才
の
君
主
は
、
獨
斷
で
そ

の
意
見
を
示
し
、
衆
人
の
意
見
に
從
わ
ず
、
そ
の
任
に
堪
え
ら
れ

な
い
こ
と
を
豫
期
し
て
、
試
用
す
る
期
閒
を
も
た
な
け
れ
ば
、
そ

の
任
用
の
多
く
は
失
敗
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
堯
の
聰
明
さ
は
、
豫
知

能
力
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
鯀
を
任
用
す
べ
き
で
な
い
こ
と
は
分

か
っ
て
い
た
が
、
あ
え
て
（
そ
の
能
力
を
）
自
ら
用
い
な
か
っ
た

の
は
、
中
人
の
法
に
よ
っ
て
治
め
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
一
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時
的
な
利
益
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
法
を
萬
世
に
押
し
廣
め
ら
れ
な

け
れ
ば
、
圣
人
は
治
め
な
い
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
圣
人
の
仁
で
あ

る
。
自
己
の
意
見
を
用
い
れ
ば
圣
人
は
危
う
く
な
り
、
衆
人
の
意

見
を
用
い
れ
ば
中
才
の
君
主
で
あ
っ
て
も
、
無
爲
に
し
て
治
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
堯
に
よ
る
鯀
の
任
用
は
四
岳
が
皆
同

意
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
舜
の
任
用
は
同
じ
く
四
岳
の

衆
が
帝
に
意
見
を
獻
じ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
圣
人
と

し
て
相
應
し
い
わ
け
は
、
よ
く
衆
意
を
用
い
る
こ
と
に
あ
る
の
で

あ
る
。「
天
の
聰
明
は
我
が
民
の
聰
明
」、「
唯
だ
天
を
大
な
り
と

爲
す
、
唯
だ
堯
之
に
則
る
」
は
、
舜
と
鯀
の
試
用
に
お
い
て
示
さ

れ
て
い
る
。

（「
堯
知
鯀
之
『
方
命
圮
族
』、
然
卒
使
之
、
何
也
」。
曰
、「
方
是
之
時
、

舜
・
禹
皆
未
聞
于
世
也
。
在
朝
廷
所
與
者
、
鯀
而
已
。 
圣
人
雖
有
過
人

之
明
、
然
不
自
用
也
。
故
曰
、『
稽
于
衆
、
舍
己
從
人
』 

。
雖
疑
其
不
可

任
、
苟
衆
之
所
與
、
亦
不
廢
也
。
故
曰
、『
誰
毀
誰
譽
。
如
有
所
譽
者
、

其
有
所
試
矣
』。
譽
人
尙
必
有
所
試
、
則
其
廢
人
也
、
亦
必
有
所
試
、
而

不
勝
任
、
然
後
廢
之
耳
。
…
…
圣
人
之
立
法
、
皆
以
衆
人
爲
制
。
中
才
之

君
、
獨
見
其
所
見
、
不
從
衆
人
之
所
見
、
逆
度
其
不
可
任
、
而
不
待
其
有

所
試
、
則
其
爲
失
也
多
矣
。
故
堯
之
聰
明
、
雖
足
以
逆
知
來
物
、
明
見
鯀

之
不
可
任
、
犹
不
敢
自
用
、
所
以
爲
中
人
法
也
。 

夫
利
一
時
、
而
其
法

不
可
以
推
之
萬
世
者
、
圣
人
不
爲
也
。
此
所
謂
圣
人
之
仁
也
。
用
己
則
圣

人
有
所
殆
、
用
衆
則
雖
中
人
、
可
以
無
爲
而
治
。
故
堯
之
用
鯀
也
、
以
四

岳
之
僉
同
、
其
用
舜
也
、
亦
以
四
岳
之
師
錫
、
所
以
爲
圣
人
者
、
以
其
善

用
衆
也
。『
天
聰
明
自
我
民
聰
明
』、『
唯
天
爲
大
、
唯
堯
則
之
』、
于
試
舜

與
鯀
見
之
矣
」。）（
黃
倫
『
尙
書
精
義
』
二
所
引
、『
程
輯
書
義
』
一
二
～

一
三
頁
）

堯
が
鯀
を
着
任
さ
せ
た
理
由
と
し
て
、
ほ
か
に
适
任
者
が
無
か
っ
た
と

の
說
は
『
正
義
』
に
も
み
え
る
一
般
的
な
解
釋
で
あ
る
。
し
か
し
王
安

石
は
堯
が
臣
下
の
薦
め
で
鯀
の
任
用
を
聽
許
し
た
の
は
、
自
身
の
圣
性

を
誇
示
し
な
い
意
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
。
こ
れ
は
『
尙
書
』
大
禹
謨

「
稽
于
衆
、
舍
己
從
人
」
に
あ
る
舜
の
衆
人
に
對
す
る
態
度
と
同
じ
で

あ
り
、
こ
の
よ
う
な
心
持
ち
で
接
す
れ
ば
、
君
主
は
臣
下
の
意
見
を
無

下
に
す
る
こ
と
は
な
い
。

　

で
は
な
ぜ
、
圣
人
は
自
身
に
備
わ
る
圣
智
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
單
純
に
君
主
の
獨
斷
を
抑
え
る
た
め
だ
け
に
い

わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
圣
人
の
法
度
は
萬
世
に
推
し
廣
め
ら
れ
る
普
遍

的
な
法
で
あ
り
、
し
か
も
「
中
人
之
法
」
と
あ
る
よ
う
に
衆
人
を
基
準

に
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
鯀
の
不
适
性
を
見
拔

け
な
い
臣
下
の
た
め
に
、
あ
え
て
試
用
期
閒
を
設
け
る
こ
と
で
臣
下
を

納
得
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
試
用
期
閒
を
設
け
れ
ば
、
た
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と
え
不
适
切
な
人
事
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
當
人
の
能
力
を
實
檢
す

る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
任
官
・
解
任
に
お
い
て
も
不
适
切
者
を
推
薦

し
た
臣
下
の
合
意
を
得
ら
れ
る
。
ま
た
、
當
然
の
こ
と
な
が
ら
君
主
の

任
命
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
つ
ま
り
、
圣
智
を
用
い
な
い
の

は
、
君
主
の
獨
斷
を
掣
肘
す
る
と
い
う
よ
り
も
臣
下
の
了
解
を
得
る
た

め
に
說
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

先
の
第
二
節
で
、
君
臣
閒
の
上
下
關
係
と
倂
せ
て
、
君
主
に
よ
る
任

官
と
無
爲
の
治
を
說
く
「
君
衟
以
擇
人
爲
職
」
と
い
う
解
釋
に
つ
い
て

觸
れ
た
。
な
ぜ
無
爲
の
治
に
お
い
て
任
官
が
君
主
の
職
掌
と
し
て
付
與

さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
は
こ
こ
で
解
消
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ

ち
、
君
主
の
無
爲
は
完
全
な
逸
樂
で
は
な
く
、
人
事
權
の
掌
握
、
特
に

輔
弼
の
臣
下
の
人
事
に
つ
い
て
は
君
主
の
重
要
な
任
務
で
あ
っ
た
。
た

だ
君
主
に
よ
る
人
事
へ
の
介
入
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
君
主
が
臣
下
の

意
を
無
視
し
て
獨
善
的
に
進
め
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の

よ
う
な
事
態
を
囘
避
す
る
た
め
に
、
王
安
石
は
圣
智
を
隱
し
つ
つ
試
用

に
よ
っ
て
臣
下
を
納
得
さ
せ
る
と
い
う
無
爲
の
治
を
君
主
の
あ
り
方
と

し
て
揭
げ
た
の
で
あ
る
。
無
爲
の
治
は
基
本
的
に
政
務
に
は
タ
ッ
チ
し

な
い
が
、
人
事
權
に
つ
い
て
は
放
棄
で
も
な
く
積
極
的
な
關
與
で
も
な

い
、
衆
意
を
聽
き
な
が
ら
祕
か
に
目
を
光
ら
せ
て
い
る
と
い
う
態
度

が
、
圣
智
を
用
い
な
い
と
い
う
解
釋
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

自
身
に
備
わ
る
圣
智
を
顯
示
せ
ず
に
衆
意
を
聽
く
と
い
う
無
爲
の
治

は
、
こ
の
よ
う
に
後
世
の
君
主
に
向
け
ら
れ
た
極
め
て
實
用
的
な
君
主

論
で
あ
る
と
評
價
で
き
よ
う
。
暗
愚
あ
る
い
は
平
凡
な
君
主
は
言
う
ま

で
も
な
い
が
、
英
邁
な
君
主
で
あ
っ
て
も
圣
人
の
治
を
理
解
し
て
實
踐

す
る
こ
と
は
容
易
で
な
く
、
帝
王
學
的
な
敎
導
も
實
際
の
效
果
は
期
待

で
き
な
い
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
で
王
安
石
は
「
中
人
」
の
君
主
が
統
治

を
遂
行
で
き
る
よ
う
に
、
自
身
の
圣
智
を
顯
現
さ
せ
ず
衆
意
を
聽
く
と

い
う
無
爲
の
治
を
君
主
の
理
想
形
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
中
人
之

法
」
こ
そ
が
王
安
石
の
主
張
す
る
法
度
で
あ
り
、
表
面
上
は
臣
下
の
言

を
聽
く
「
舍
己
從
人
」
を
綱
領
と
し
て
中
才
の
君
主
が
獨
裁
に
走
る
こ

と
を
事
前
に
防
ぐ
役
割
が
期
待
さ
れ
つ
つ
も
、
實
際
は
引
用
末
尾
に
お

い
て
『
論
語
』
泰
伯
の
「
唯
天
爲
大
、
唯
堯
則
之
」
を
引
く
よ
う
に
、

天
の
あ
り
方
に
則
っ
た
無
爲
の
態
度
（
後
述
）
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ

た
。

四
　
元
首
叢
脞

　

鯀
の
任
官
で
想
定
さ
れ
る
懸
念
と
そ
の
對
處
法
は
、
君
主
が
中
才
あ

る
い
は
暗
愚
で
あ
っ
た
場
合
、
ま
た
は
臣
下
に
よ
る
推
擧
に
問
題
が
あ

っ
た
場
合
と
い
う
現
實
的
な
措
置
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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た
だ
、
本
來
は
圣
智
を
具
え
た
人
主
の
下
に
有
能
な
臣
下
が
輔
佐
す
る

と
い
う
君
臣
一
體
の
組
織
形
態
が
理
想
と
さ
れ
る
。
で
は
、
王
安
石
は

そ
の
よ
う
な
理
想
的
な
政
治
體
制
に
お
い
て
、
君
主
は
ど
の
よ
う
に
し

て
無
爲
の
治
を
實
行
し
、
臣
下
に
職
務
を
委
讓
す
べ
き
と
考
え
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

　『
尙
書
』
益
稷
の
「
元
首
」
と
「
股
肱
」
に
對
す
る
註
で
は
、
君
主

に
よ
る
臣
職
へ
の
關
與
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
說
く
。

人
君
は
必
ず
し
も
臣
下
の
職
を
侵
し
て
功
績
を
求
め
ず
、
臣
下
に

委
任
し
て
業
績
を
考
査
す
る
の
み
で
あ
る
と
皋
陶
は
考
え
た
。

「
率
い
作
（
た
）
っ
て
事
を
興
す
」
と
は
、
職
を
分
擔
し
て
受
任
さ

せ
た
二
十
二
人
の
官
が
そ
れ
に
該
當
す
る
。「
屢
し
ば
乃
の
成
を

省
み
」
は
、「
人
君
は
三
年
に
一
度
諸
官
の
成
績
を
考
査
し
、
三

度
考
査
し
て
、
暗
愚
な
者
を
斥
け
賢
明
な
者
を
擧
用
す
る
」
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
行
え
ば
、
明
君
と
言
え
る
で
あ
ろ

う
。
人
君
が
聰
明
で
あ
れ
ば
、
臣
下
は
欺
こ
う
と
は
せ
ず
、
官
職

に
盡
力
す
る
こ
と
を
考
え
、
諸
事
は
自
ず
と
う
ま
く
い
く
よ
う
に

な
る
だ
ろ
う
。
假
に
人
君
が
そ
の
よ
う
に
せ
ず
、
臣
下
の
職
を
侵

そ
う
と
す
れ
ば
、「
元
首
叢
挫
に
し
て
股
肱
懈
怠
せ
ん
（
人
君
が
萬

事
に
細
か
く
干
涉
す
る
と
、
臣
下
が
怠
る
よ
う
に
な
る
）」。
天
下
の
事

業
は
、
ど
う
し
て
一
人
で
處
理
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

（
皐
陶
以
爲
、
人
君
不
必
下
侵
臣
職
以
求
事
功
、
但
委
任
而
責
成
功
爾
。

「
率
作
興
事
」
者
、
分
職
授
任
、
如
咨
命
二
十
二
人
是
也
。「
屢
省
乃
成
」、

則
「
三
載
考
績
、
三
考
黜
陟
」、
是
也
。 

能
如
是
則
可
謂
之
明
君
。
君
明

則
臣
不
敢
欺
、
而
思
盡
其
職
、
庶
事
自
各
就
緖
矣
。
苟
爲
不
然
、
而
欲
下

侵
衆
職
、
則
「
元
首
叢
挫
（
脞
）
而
股
肱
懈
怠
」。
天
下
之
事
、
豈
一
人

所
能
辦
哉
。）（（
明
）
王
樵
『
尙
書
日
記
』
四
所
引
、『
程
輯
書
義
』
四
五

～
四
六
頁
）

「
率
作
興
事
」、「
屢
省
乃
成
」
は
『
尙
書
』
益
稷
、「
咨
命
二
十
二
人
」

お
よ
び
「
三
載
考
績
、
三
考
黜
陟
」
は
『
尙
書
』
舜
典
、「
庶
事
自
各

就
緖
」
と
「
元
首
叢
挫
（
脞
）
而
股
肱
懈
怠
」
は
『
尙
書
』
益
稷
を
出

典
と
す
る
。
君
主
は
臣
下
の
職
に
口
出
し
を
し
て
煩
瑣
な
些
事
に
關
わ

る
と
、
臣
下
は
職
務
を
疎
か
に
し
、
政
治
體
制
そ
の
も
の
が
⺇
能
し
な

く
な
る
。
一
方
で
君
主
は
臣
下
の
怠
惰
を
招
か
な
い
よ
う
に
嚴
格
な
勤

務
査
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
君
主
觀
は
「
萬
言

書
」
に
お
い
て
も
、「
取
之
既
已
詳
、
使
之
既
已
當
、
處
之
既
已
久
。

至
其
任
之
也
、
又
專
焉
而
不
一
二
以
法
束
縛
之
、
而
使
之
得
行
其
意
。

堯
・
舜
之
所
以
理
百
官
而
熙
衆
工
者
、
以
此
而
已
。『
書
』
曰
、「
三
載

考
績
、
三
考
、
黜
陟
幽
明
」、
此
之
謂
也
」
と
、『
尙
書
』
舜
典
を
引
き

合
い
に
出
し
て
仁
宗
へ
の
說
得
に
直
接
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
註
意
す
べ
き
は
經
文
と
王
註
と
の
差
異
で
あ
る
。
經
文
の
當
該
箇
所
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は
、
君
主
は
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
取
っ
て
百
官
を
率
い
る
と
舜
が
歌
っ
た

こ
と
に
對
し
、
皋
陶
は
臣
下
こ
そ
が
率
先
し
て
政
治
を
作
興
す
る
と
返

歌
し
た
と
い
う
、
君
臣
相
和
を
描
い
た
一
節
と
み
る
。
一
方
で
王
註
で

は
「
元
首
叢
脞
」、
す
な
わ
ち
君
主
が
萬
事
に
細
か
く
介
入
す
る
こ
と

は
君
主
と
臣
下
の
共
同
統
治
を
危
う
く
す
る
と
い
う
舜
の
言
に
焦
點
を

絞
っ
て
、
人
君
の
在
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
重
點
的
に
解
說
す
る
。
も
ち

ろ
ん
、
王
安
石
も
引
用
の
末
尾
に
「
天
下
之
事
、
豈
一
人
所
能
辦
哉
」

と
君
臣
の
協
働
を
言
う
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
元
首
叢
脞
」
を
主
張

す
る
前
提
で
し
か
な
い
。
王
註
で
は
臣
下
の
敎
訓
で
あ
る
「
股
肱
惰

哉
」
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
觸
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
臣
下
よ
り
も
君

主
の
姿
勢
に
比
重
を
置
く
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
と
み
て
よ
い
。

　

ま
た
、
君
主
に
よ
る
衟
德
的
な
感
化
も
經
文
に
は
な
い
王
註
獨
自
の

內
容
で
あ
る
。
人
主
は
臣
下
の
職
を
侵
さ
ぬ
よ
う
勤
務
査
定
以
外
の
職

務
を
委
任
す
べ
き
で
あ
る
が
、「
考
績
」
や
「
黜
陟
」
と
い
っ
た
人
材

の
登
用
・
罷
免
、
官
吏
の
昇
任
・
降
格
を
嚴
格
に
行
う
こ
と
は
臣
下
の

模
範
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
明
君
の
姿
に
臣
下
も
自
然
に
感

化
さ
れ
る
と
す
る
。
王
安
石
は
職
務
を
通
じ
て
釀
成
さ
れ
る
官
吏
の
職

業
倫
理
を
制
度
論
の
な
か
に
組
み
込
ん
だ
と
さ
れ
る）

（1
（

が
、
當
該
註
は
そ

の
こ
と
を
明
確
に
示
す
具
體
例
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
君
主
に
よ
る
臣
下
へ
の
衟
德
的
な
模
範
が
語
ら

れ
る
一
方
で
、
君
主
の
任
は
あ
く
ま
で
「
逸
樂
無
爲
の
治
」
を
目
指
す

べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

し
か
し
な
が
ら
堯
・
舜
・
文
・
武
は
皆
質
問
に
よ
っ
て
衟
理
を
窮

め
る
こ
と
を
好
み
、
人
を
選
拔
し
て
官
職
に
就
け
（
政
治
運
營
の
）

助
け
と
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
（
彼
ら
が
）
王
者
の
職
は
衟
を
論
じ

る
こ
と
に
あ
り
、
事
業
を
擔
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
、
役
人

を
選
拔
し
て
官
職
に
就
け
る
こ
と
に
あ
り
、
王
者
自
ら
が
そ
の
能

力
を
發
揮
し
て
政
事
を
行
う
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
か
ら
で

す
。
陛
下
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
堯
・
舜
・
文
・
武
の
あ
り
方
を

法
と
す
れ
ば
、
圣
人
の
功
績
は
必
ず
天
下
に
示
さ
れ
る
こ
と
と
存

じ
ま
す
。
官
僚
に
よ
る
細
か
な
政
務
に
つ
い
て
は
、
陛
下
が
時
閒

を
割
い
て
思
し
召
し
を
煩
わ
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
急
と

す
べ
き
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
…
…
や
は
り
古
代
か

ら
大
い
に
事
を
な
そ
う
と
す
る
君
主
は
、
必
ず
勤
務
を
憂
慮
す
る

こ
と
か
ら
始
ま
り
、
最
終
的
に
は
逸
樂
無
爲
に
歸
結
す
る
の
で

す
。
今
陛
下
に
具
わ
る
仁
德
圣
明
な
資
質
は
、
秦
・
漢
以
來
の
人

主
に
お
い
て
未
だ
乁
ぶ
者
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
天
下
の
事
業
に
つ

き
ま
し
て
は
、
陛
下
は
政
務
に
憂
慮
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
政
策
の
運
用
に
お
い
て
は

ま
だ
要
領
を
得
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
政
策
の
實
施
に
お
い
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て
は
适
切
な
方
法
を
得
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
は
、
恐
ら
く

陛
下
が
ま
だ
逸
樂
無
爲
に
よ
っ
て
統
治
す
る
境
地
に
至
っ
て
お
ら

れ
な
い
た
め
と
存
じ
ま
す
。

（
然
自
堯
・
舜
・
文
・
武
皆
好
問
以
窮
理
、
擇
人
而
官
之
以
自
助
。
其
意

以
爲
王
者
之
職
、
在
於
論
衟
、
而
不
在
於
任
事
、
在
於
擇
人
而
官
之
、
而

不
在
於
自
用
。
願
陛
下
以
堯
・
舜
・
文
・
武
爲
法
、
則
圣
人
之
功
必
見
於

天
下
。
至
於
有
司
叢
脞
之
務
、
恐
不
足
以
棄
日
力
勞
圣
慮
也
。
以
方
今
所

急
爲
在
如
此
。
…
…
蓋
自
古
大
有
爲
之
君
、
未
有
不
始
於
憂
勤
而
終
於
逸

樂
。
今
陛
下
仁
圣
之
質
、
秦
・
漢
以
來
人
主
未
有
企
乁
者
也
。
於
天
下
事

又
非
憂
勤
。
然
所
操
或
非
其
要
、
所
施
或
未
得
其
方
、
則
恐
未
能
終
於
逸

樂
無
爲
而
治
也
。）（「
論
館
職
劄
子
二
」、
四
一
）

「
大
有
爲
」
は
『
孟
子
』
公
孫
丑
下
の
語
。
經
文
で
は
君
主
の
臣
下
に

對
す
る
積
極
的
な
働
き
掛
け
を
言
う
が
、
王
安
石
は
む
し
ろ
君
主
の
役

割
は
政
務
へ
の
憂
慮
を
端
緖
と
し
て
、
最
終
的
に
は
逸
樂
無
爲
の
境
地

に
至
る
べ
き
と
す
る
。
ま
た
『
尙
書
』
に
あ
る
「
叢
脞
」
の
方
針
を
典

據
に
、
王
者
は
自
ら
政
事
に
關
與
せ
ず
、
衟
を
論
ず
る
こ
と
だ
け
に
從

事
す
る
と
言
わ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
「
論
衟
」
は
儒
者
が
君
主
に
諭
す
よ
う
な
帝
王
學

的
な
衟
德
を
指
す
の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
次
の
「
元
首
叢
脞
」
の

解
釋
か
ら
窺
え
る
。

人
君
は
で
き
る
限
り
人
臣
に
近
づ
か
ず
、
先
王
の
衟
を
論
じ
て
自

身
の
善
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
萬
が
一
に
も
人
君

自
身
の
耳
目
で
見
聞
き
す
る
こ
と
を
根
據
に
、
天
下
の
萬
事
を
總

括
し
て
私
智
で
判
斷
す
れ
ば
、
臣
下
は
み
な
職
責
を
そ
の
人
主
に

歸
着
さ
せ
、
自
分
の
職
責
を
擔
わ
な
く
な
り
、
淫
辭
邪
說
が
蔓
延

す
る
に
至
り
、
人
君
が
訴
え
を
聞
い
て
裁
決
し
て
も
誰
が
發
し
た

の
か
も
わ
か
ら
な
く
な
る
よ
う
な
狀
態
で
は
、
政
事
は
地
に
落
ち

た
も
同
然
で
す
。「
又
歌
に
曰
く
、
元
首
叢
脞
な
る
か
な
、
股
肱

惰
る
か
な
、
萬
事
墮
る
る
か
な
」
と
は
こ
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

（
人
君
不
務
近
其
人
、
論
先
王
之
衟
以
自
明
。
而
苟
以
耳
目
所
見
聞
、
緫

天
下
萬
事
而
斷
之
以
私
智
、
則
人
臣
皆
將
歸
事
於
其
君
、
而
不
任
其
責
、

淫
辭
邪
說
竝
至
、
而
人
君
聽
斷
不
知
所
出
、
此
事
之
所
墮
也
。「
又
歌
曰
、

元
首
叢
脞
哉
、
股
肱
惰
哉
、
萬
事
墮
哉
」
此
之
謂
也
。）（「
答
圣
問
賡
歌

事
」、
六
二
）

表
面
的
に
は
君
主
の
「
私
智
」
を
抑
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
が
、
王
安
石
の
眼
目
は
あ
く
ま
で
「
論
衟
」
に
あ
る
。
そ

の
「
論
衟
」
と
は
こ
こ
か
ら
、「
論
先
王
之
衟
」
を
省
略
し
た
語
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
先
王
の
衟
を
考
究
す
る
こ
と
の
目
的
と
さ
れ

る
「
自
明
」
と
は
別
の
箇
所
で
も
、「
人
君
欲
股
肱
良
而
庶
事
康
、
不

在
乎
他
、
在
明
乎
善
而
已
。
明
乎
善
、
不
可
以
責
諸
人
也
」（
同
上
）
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と
あ
る
よ
う
に
、
君
主
が
自
身
に
具
わ
る
善
な
る
性
を
明
示
す
る
意
で

あ
っ
て
、
後
天
的
な
衟
德
的
修
養
を
指
す
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
善

を
明
ら
か
に
す
る
と
は
、
君
主
が
臣
下
を
率
い
る
た
め
に
衟
德
を
體
し

て
善
導
す
る
意
も
含
ま
れ
よ
う
。
し
か
し
王
安
石
の
言
う
「
論
衟
」
に

は
、
君
主
に
よ
る
臣
下
へ
の
衟
德
的
な
感
化
や
臣
下
に
よ
る
君
主
へ
の

衟
德
的
訓
導
と
い
っ
た
役
割
は
期
待
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
臣
下
が

政
務
を
擔
う
代
わ
り
に
君
主
は
先
王
の
衟
を
論
ず
る
こ
と
に
徹
す
る
と

い
う
、
兩
者
の
線
引
き
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
ね
ら
い
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、『
週
禮
義
』
に
お
い
て
も
、「
冢
宰
於
六
卿

莫
尊
焉
。
而
曰
佐
王
、
則
爲
其
非
論
衟
以
助
王
也
、
作
而
行
之
而
已
」

（
天
官
敍
官
註
）
と
あ
る
よ
う
に
、
六
官
を
代
表
す
る
大
宰
で
あ
っ
て

も
、「
論
衟
」
に
よ
っ
て
王
を
輔
佐
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
作
興
す
る

の
み
と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
無

爲
の
治
を
說
く
文
脉
に
お
い
て
、
君
主
に
よ
る
爲
政
へ
の
不
關
與
が
說

か
れ
る
代
わ
り
に
、
先
王
の
衟
を
究
明
し
て
自
身
の
圣
な
る
善
性
を
明

確
に
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
先
王
の
衟
を
論
じ
る
と
い
う
君
主
の
あ
り
方
は
、
次
の
「
帝
王

大
略
」
と
い
う
語
と
ほ
ぼ
言
い
換
え
ら
れ
る
。

天
が
下
賜
さ
れ
ま
し
た
陛
下
の
聰
明
は
人
の
乁
ぶ
と
こ
ろ
で
は
ご

ざ
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
陛
下
は
そ
の
聰
明
さ
を
些
事
に
用

い
ら
れ
、
帝
王
の
本
來
的
な
姿
に
用
い
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
こ

れ
が
大
事
業
を
成
し
遂
げ
ら
れ
な
い
原
因
で
す
。

（
天
錫
陛
下
聰
明
非
不
過
人
。
但
陛
下
用
之
於
叢
脞
、
而
不
用
之
於
帝
王

大
略
。
此
所
以
未
能
濟
大
功
業
也
。）（『
長
編
』
二
三
八
、
熙
甯
五
年
九

月
丙
午
條
）

こ
の
「
帝
王
大
略
」
は
他
の
箇
所
で
も
、「
然
則
陛
下
不
可
不
深
考
前

王
所
以
維
御
天
下
大
略
、
自
爲
龜
鑑
。
陛
下
好
察
細
務
、
誠
由
聰
明
有

餘
。
然
恐
不
能
不
于
大
略
卻
有
所
遺
」（『
長
編
』
二
三
四
、
熙
甯
五
年
六

月
甲
戌
條
）
と
あ
る
よ
う
に
先
述
の
「
叢
脞
」
や
「
細
務
」
と
い
っ
た

細
々
と
し
た
業
務
や
政
策
と
セ
ッ
ト
で
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
こ

に
い
う
先
王
の
「
天
下
大
略
」
を
龜
鑑
と
す
る
こ
と
は
、「
論
先
王
之

衟
」
と
恐
ら
く
同
意
で
あ
ろ
う）

（1
（

。

　

ま
た
、
神
宗
が
市
易
司
は
果
物
を
販
賣
す
る
こ
と
煩
瑣
に
過
ぎ
、
辭

め
さ
せ
て
は
ど
う
か
と
王
安
石
に
尋
ね
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
安
石
は

次
の
よ
う
に
「
元
首
叢
脞
」
を
根
據
に
諭
し
た
。

私
が
思
い
ま
す
に
、
煩
瑣
な
些
事
を
擔
う
べ
き
で
な
い
の
は
、
德

の
高
い
「
大
人
」
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
陛
下
が
朝
夕
、
市
易
務

の
業
務
を
檢
察
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
、
煩
瑣
な
些
事
そ
の
も
の

で
あ
っ
て
、
帝
王
の
本
來
的
な
姿
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は

『
尙
書
』
で
い
わ
れ
る
「
元
首
叢
脞
」
で
す
。
陛
下
の
お
心
が
け
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は
、
堯
・
舜
で
あ
っ
て
も
越
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し

な
が
ら
天
下
を
運
營
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
帝
王
の
本
來

的
な
あ
り
方
を
理
解
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
あ
る
い
は
臣
下

の
職
に
代
わ
っ
て
す
る
こ
と
は
、
煩
瑣
な
業
務
で
あ
る
こ
と
を
免

れ
ま
せ
ん
。『
尙
書
』
に
は
「
庶
績
咸
く
熙
る
（
あ
ら
ゆ
る
治
績
が

み
な
興
る
）」
と
稱
し
、
ま
た
「
庶
績
其
ち
凝
ら
ん
（
あ
ら
ゆ
る
治

績
が
形
づ
く
ら
れ
る
）」
と
あ
り
ま
す
。
帝
王
の
功
績
は
、
ま
さ
に

（
治
績
が
み
な
興
る
よ
う
に
）
陽
が
盛
ん
と
な
り
、（
治
績
が
形
づ
く
ら

れ
る
よ
う
に
）
陰
が
凝
り
固
ま
る
よ
う
に
收
め
る
べ
き
で
す
。
陛

下
の
政
事
に
お
か
れ
ま
し
て
は
や
は
り
ま
だ
陽
の
よ
う
に
興
る
の

で
も
な
く
、
陰
の
よ
う
に
形
づ
く
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

ま
す
。
天
は
春
に
は
、
陽
の
氣
が
盛
ん
と
な
り
ま
す
が
、
涼
風
が

吹
き
、
霜
を
摧
く
と
、
萬
物
は
ど
う
し
て
生
長
で
き
ま
し
ょ
う
。

萬
物
が
生
長
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
何
に
よ
っ

て
實
り
を
上
げ
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

（
臣
以
謂
不
當
任
煩
細
者
、乃
大
人
之
事
。
如
陛
下
朝
夕
檢
察
市
易
務
事
、

乃
似
煩
細
、
非
帝
王
大
體
。
此
乃
『
書
』
所
謂
「
元
首
叢
脞
」
也
。
陛
下

修
身
、
雖
堯
・
舜
無
以
加
。
然
未
能
運
天
下
者
、
似
於
大
體
未
察
。
或
代

有
司
職
、
未
免
叢
脞
。『
書
』
稱
「
庶
績
咸
熙
」、
又
曰
「
庶
績
其
凝
」。

帝
王
收
功
、
當
如
陽
之
熙
、
如
陰
之
凝
。
陛
下
於
政
事
尙
未
能
熙
、
固
未

能
凝
。
譬
如
天
方
春
時
、
陽
氣
將
熙
、
乃
吹
以
涼
風
、
摧
以
霜
霰
、
卽
萬

物
豈
能
敷
長
。
物
尙
不
能
敷
長
、卽
何
由
致
成
實
。）（『
長
編
』
二
四
〇
、

熙
甯
五
年
十
一
月
丁
巳
條
）

「
庶
績
其
凝
」
は
『
尙
書
』
堯
典
、「
庶
績
其
凝
」
は
『
尙
書
』
皋
陶
謨

の
語
。
市
易
法
制
定
に
伴
っ
て
京
師
に
設
置
さ
れ
た
役
所
で
あ
る
市
易

務
に
對
し
て
、
神
宗
が
細
か
な
業
務
に
も
積
極
的
に
關
與
し
よ
う
と
す

る
政
治
的
態
度
を
こ
こ
で
も
「
元
首
叢
脞
」
に
よ
っ
て
諫
め
て
い
る
。

た
だ
實
際
は
、
先
の
「
論
館
職
劄
子
二
」
と
同
じ
く
、「
帝
王
大
體
」

を
體
得
し
て
い
な
い
神
宗
に
對
し
て
君
主
の
本
來
的
な
あ
り
方
を
說
得

す
る
こ
と
に
主
軸
が
置
か
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
王
安
石

は
そ
の
對
處
法
と
し
て
、
帝
王
の
あ
り
方
を
陰
陽
の
働
き
に
擬
え
る
べ

き
と
す
る
。
こ
れ
は
政
務
へ
の
關
與
を
抑
制
さ
せ
る
た
め
の
婉
曲
的
な

表
現
と
い
う
よ
り
も
、
第
三
節
の
鯀
の
試
用
の
箇
所
で
引
用
さ
れ
た

『
論
語
』
泰
伯
の
「
唯
天
爲
大
、
唯
堯
則
之
」
や
「
大
人
論
」（
六
六
）

の
末
尾
等
で
言
わ
れ
る
「
天
地
之
全
、
古
人
之
大
體
」
の
よ
う
な
理
想

的
な
君
主
像
を
模
範
と
す
べ
き
こ
と
を
言
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
「
古
人
之
大
體
」
に
つ
い
て
は
『
老
子
註
』
で
も
、「
夫
神
者
、

天
地
之
至
難
名
者
也
、
而
天
下
既
名
之
以
神
矣
。
然
物
豈
有
無
名
者

乎
。
…
…
此
之
不
察
、
而
曰
吾
知
天
地
之
全
、
古
人
之
大
體
、
吁
、
可

笑
哉）

（1
（

」（
第
一
章
）
と
あ
り
、
圣
人
の
「
神
」
に
比
肩
さ
れ
る
窮
極
的
な
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境
地
を
言
う
。
總
じ
て
、「
古
人
大
略
」
あ
る
い
は
「
古
人
之
大
體
」

は
天
地
を
總
攬
し
て
大
局
觀
を
持
つ
よ
う
な
君
主
の
理
想
的
な
態
度
を

示
す
語
で
あ
る
と
理
解
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
君
主
の
理

想
は
、「
陛
下
誠
能
討
論
帝
王
之
衟
、
垂
拱
無
爲
、
觀
群
臣
之
情
僞
、

以
衟
揆
而
應
之
、
則
孰
敢
爲
欺
」（『
長
編
』
二
二
三
、
熙
甯
四
年
五
月
庚

戌
條
）
と
あ
る
よ
う
に
、
垂
拱
無
爲
の
境
地
で
あ
っ
た
。

五
　
お
わ
り
に

　

以
上
、『
書
義
』
等
に
み
え
る
堯
に
よ
る
鯀
の
任
命
、「
舍
己
從
人
」、

「
元
首
叢
脞
」
を
め
ぐ
る
王
安
石
の
解
釋
を
中
心
に
、
そ
の
背
景
に
あ

る
無
爲
の
治
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
。
王
安
石
の
い
う
君
主
の
理
想

的
な
あ
り
方
は
、
君
主
は
臣
下
に
實
務
を
委
任
し
、
圣
王
の
無
爲
的
な

態
度
を
模
範
と
し
て
「
論
衟
」
と
圣
な
る
善
性
の
究
明
に
專
念
す
る
こ

と
に
あ
る
と
理
解
で
き
よ
う
。
た
だ
、
そ
れ
は
單
に
君
主
を
衟
德
の
世

界
に
押
し
込
め
て
君
權
を
抑
制
す
る
の
で
は
な
く
、「
古
人
大
略
」、「
帝

王
大
體
」
と
い
う
よ
う
な
天
地
の
理
法
に
も
比
さ
れ
る
總
攬
的
な
態
度

が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
君
權
の
弱
體
化
と
は
逆
に
、
君
主

が
先
王
の
法
を
體
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
君
權
の
强
化
を
圖
っ
た
と
み
な

す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

王
安
石
の
構
想
す
る
君
臣
の
統
治
體
制
は
、
爲
政
上
の
實
務
に
つ
い

て
は
宰
相
以
下
の
臣
下
に
任
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
體
制
の
安
定
を
保
證

す
る
の
は
無
爲
の
治
を
體
現
す
る
君
主
で
あ
り
、
君
主
の
正
統
的
な
權

威
が
あ
っ
て
こ
そ
成
り
立
つ
と
い
う
構
造
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
臣
下
は

皇
帝
か
ら
爲
政
の
代
理
者
と
し
て
の
權
限
を
受
託
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ

の
存
立
意
義
は
無
に
等
し
い
。
要
す
る
に
君
臣
協
働
と
い
う
枠
內
で

は
、
君
權
を
强
化
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
そ
れ
を
弱
體
化
さ
せ
る
こ
と

は
臣
下
自
身
の
立
場
の
弱
體
化
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
想
定

し
難
い
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　

君
主
の
圣
智
を
抑
え
る
、
あ
る
い
は
そ
の
圣
智
を
用
い
な
い
こ
と

は
、
表
面
上
は
獨
斷
を
避
け
臣
下
の
意
見
を
聽
く
こ
と
が
目
的
で
あ
っ

た
。
た
だ
、
圣
智
の
抑
制
が
な
ぜ
君
權
の
强
化
に
つ
な
が
る
の
か
、
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
「
帝
王
大
體
」
を
擧
げ
る
の
み
で
あ

り
、
紙
幅
の
關
係
上
、
十
分
に
行
論
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
現
時
點
で
の
見
通
し
で
は
、
王
安
石
の
文
王
解
釋
を
め
ぐ
る
「
不

顯
」
と
い
う
槪
念
を
通
じ
て
、
不
可
視
性
を
不
可
侵
性
へ
と
變
質
さ
せ

る
こ
と
が
君
權
强
化
の
一
例
と
し
て
確
認
で
き
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ

い
て
は
別
稿
で
檢
討
し
た
い
。
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本
稿
で
主
に
使
用
す
る
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
王
安
石
『
臨
川
先
生
文

集
』
は
『
王
安
石
全
集
』
第
五
～
七
册
（
復
旦
大
學
出
版
社
、
二
〇
一
七

年
）
を
底
本
と
し
、
當
該
文
集
か
ら
の
引
用
は
篇
名
と
卷
數
の
み
を
記
載
す

る
。『
續
資
治
通
鑑
長
編
』
は
『
長
編
』
と
略
す
。

（
１
）　

余
英
時
氏
は
程
頤
や
陸
九
淵
に
よ
る
無
爲
の
治
を
め
ぐ
る
議
論
に
お

い
て
、
臣
下
へ
政
治
を
委
任
し
、
無
爲
に
し
て
治
め
る
人
君
を
「
𧰼
徵

的
元
首
」
と
呼
び
、
こ
の
よ
う
な
體
制
を
あ
る
種
の
「
虛
君
制
度
」
で

あ
る
と
す
る
（『
朱
熹
的
歷
史
世
界
―
宋
代
士
大
夫
政
治
文
化
硏
究
―
』

（
生
活
・
讀
書
・
新
知　

三
連
書
店
、
二
〇
一
一
年
）
一
六
二
～
一
六

三
頁
）。
田
中
秀
樹
氏
は
こ
の
よ
う
な
余
氏
お
よ
び
張
立
文
氏
・
蔡
方

鹿
氏
の
三
氏
に
よ
る
宋
代
衟
學
系
士
大
夫
の
君
權
論
は
、
君
主
權
力
の

抑
制
を
讀
み
取
る
點
で
共
通
す
る
と
い
う
。
ま
た
、
こ
う
し
た
君
權
規

制
論
が
提
出
さ
れ
る
背
景
に
は
、
近
代
立
憲
君
主
制
下
の
君
主
像
が
無

意
識
の
う
ち
に
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
い
る
と
推
測
す
る
（『
朱
子
學
の
時

代
―
治
者
の
〈
主
體
〉
形
成
の
思
想
』（
京
都
大
學
學
術
出
版
會
、
二

〇
一
五
年
）
一
一
四
～
一
一
五
頁
）。

（
２
）　

何
晏
『
論
語
集
解
』
の
編
纂
經
緯
、
思
想
內
容
に
つ
い
て
は
、
渡
邊

義
澔
「
何
晏
『
論
語
集
解
』
の
特
徵
」（『
東
洋
の
思
想
と
宗
敎
』
第
三

十
三
號
、
二
〇
一
六
年
）
を
參
照
。

（
３
）　
『
書
義
』
の
底
本
は
、
程
元
敏
『
三
經
新
義
輯
考
彙
評
（
一
）
―
尙

書
』（
臺
灣
國
立
編
譯
館
、
民
國
七
十
五
（
一
九
八
六
）
年
）
を
用
い

る
。
以
下
、『
程
輯
書
義
』
と
略
稱
。『
三
經
義
』
作
成
の
經
緯
に
つ
い

て
は
、『
程
輯
書
義
』
所
收
の
「
三
經
新
義
修
撰
通
考
」（
二
九
三
～
三

一
一
頁
）
等
に
詳
し
い
。
小
島
毅
氏
は
『
書
義
』
の
作
成
事
情
に
つ
い

て
、
撰
述
作
業
は
王
雱
を
中
心
に
進
め
ら
れ
た
が
、『
正
義
』
を
孔
穎

逹
の
名
で
代
表
さ
せ
る
の
に
倣
っ
て
、「
提
擧
」
す
な
わ
ち
責
任
者
で

あ
っ
た
王
安
石
の
名
で
代
表
さ
せ
る
の
が
适
當
だ
ろ
う
と
す
る
（「
宋

代
に
お
け
る
經
學
と
政
治
―
王
安
石
と
朱
熹
の
異
同
」（
小
南
一
郞
編

『
學
問
の
か
た
ち
―
も
う
一
つ
の
中
國
思
想
史
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一

四
年
）
一
三
三
頁
）。
稿
者
も
小
島
氏
に
從
い
、『
書
義
』
は
王
安
石
に

よ
る
編
纂
と
し
て
扱
う
。

（
４
）　
『
書
義
』
に
關
す
る
先
行
硏
究
に
つ
い
て
は
、
方
笑
一
「
王
安
石
《
尙

書
新
義
》
初
探
」（『
華
東
師
範
大
學
學
報
（
哲
學
社
會
科
學
版
）』、
二

〇
〇
七
年
。
の
ち
『
北
宋
新
學
與
文
學
―
以
王
安
石
爲
中
心
』（
上
海

古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）
第
四
章
「《
尙
書
新
義
》
硏
究
」
七
一

～
一
〇
四
頁
）、
小
島
氏
前
揭
論
文
（
小
南
氏
前
揭
書
一
三
一
～
一
三

七
頁
）、
靑
木
洋
司
『
宋
代
に
お
け
る
『
尙
書
』
解
釋
の
基
礎
的
硏
究
』

第
三
章
第
三
節
「『
尙
書
新
義
』
に
お
け
る
『
尙
書
』
解
釋
に
つ
い
て
」

（
明
德
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
、
七
三
～
九
二
頁
）
等
を
參
照
。

（
５
）　
「
復
如
『
孟
子
』「
有
復
于
王
」
之
「
復
」。
自
孔
氏
以
「
復
子
明
辟
」

謂
週
公
攝
而
歸
政
之
辭
、
古
今
儒
者
從
之
不
敢
易
、
獨
王
氏
以
爲
不

然
、
世
或
未
之
信
焉
。
以
予
考
之
、
週
公
踐
天
子
位
以
治
天
下
、
初
無

經
見
、
獨
明
堂
位
云
爾
。
明
堂
位
非
出
吾
夫
子
也
。
蓋
武
王
崩
、
週
公

以
冢
宰
攝
政
、
此
禮
之
常
。
攝
者
、
攝
其
事
、
非
攝
其
位
」（
元
・
董

鼎
『
書
蔡
氏
傳
輯
錄
纂
註
』
五
等
所
引
、『
程
輯
書
義
』
一
七
九
～
一
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八
〇
頁
）。

（
６
）　
「
漢
儒
不
逹
「
復
」
字
之
義
、
乃
以
爲
「
還
位
」、
後
世
紛
紛
、
遂
有

「
復
辟
」
之
論
、
以
事
理
考
之
、
當
以
王
說
爲
然
也
。」（『
尙
書
講
義
』

一
五
、『
程
輯
書
義
』
一
八
〇
～
一
八
一
頁
）。

（
７
）　
「
復
、
卽
『
孟
子
』「
有
復
於
王
者
」
之
「
復
」、『
週
禮
』
宰
夫
「
待

諸
臣
之
「
復
」、
大
僕
「
掌
諸
侯
之
「
復
」
逆
」、
復
謂
奏
事
也
。
辟
、

君
也
。
明
辟
、
稱
成
王
、
尊
敬
之
辭
」（『
五
誥
解
』
四
、『
程
輯
書
義
』

一
八
一
～
一
八
二
頁
）。

（
８
）　
「
王
氏
之
所
謂
「
代
王
爲
辟
」
者
、
指
此
也
。
則
王
氏
之
破
先
儒
之

說
、
可
謂
明
於
君
臣
之
大
分
、
而
有
功
於
名
敎
也
」（『
尙
書
全
解
』
三

一
、『
程
輯
書
義
』
一
八
〇
頁
）。

（
９
）　

山
田
俊
氏
は
同
箇
所
を
引
用
し
て
、「
無
爲
」
を
實
踐
で
き
る
者
は

上
位
者
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
議
論
は
、
北
宋
の
老
莊
註
釋
に
多
く
み

ら
れ
る
「
圣
人
」「
至
人
」
の
あ
り
方
と
一
致
し
、「
無
爲
」
と
「
有

爲
」
を
分
擔
す
る
立
場
は
、
王
安
石
と
王
雱
の
無
・
有
の
考
え
方
に
見

ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
（『
宋
代
衟
家
思
想
史
硏
究
』（
汲
古
書

院
、
二
〇
一
二
年
）
二
七
六
～
二
七
七
頁
）。

（
10
）　

呂
惠
卿
も
、「
人
主
者
、
無
爲
者
也
。
佐
人
主
者
、
有
爲
者
也
」（『
衟

德
眞
經
傳
』
二
）
と
言
う
。
ま
た
王
安
石
『
週
禮
義
』
の
註
疏
的
位
置

付
け
に
あ
る
と
さ
れ
る
王
昭
禹
『
週
禮
詳
解
』
に
も
、「
事
衟
者
逸
、

事
事
者
勞
。
無
爲
而
尊
者
逸
、
有
爲
而
卑
者
勞
。
王
公
尊
而
事
衟
。
故

坐
而
論
之
、
逸
而
無
爲
者
也
。
士
大
夫
卑
而
事
事
。
故
作
而
行
之
、
勞

而
有
爲
者
也
。
故
曰
、
坐
而
論
衟
謂
之
王
公
、
作
而
行
之
謂
之
士
大

夫
。
夫
致
治
之
序
、
本
在
上
、
末
在
下
、
王
公
務
本
以
經
治
。
故
坐
而

論
衟
、
以
謀
其
始
。
士
大
夫
務
末
以
贊
治
。
故
作
而
行
之
以
成
其
終
。

坐
則
無
爲
而
未
始
有
作
、
論
則
言
之
而
未
始
有
行
。
然
則
士
大
夫
特
推

王
公
所
論
之
衟
、
作
而
行
之
、
以
見
其
事
業
而
已
」（
鼕
官
考
工
記
註
）

と
あ
る
。

（
11
）　
「
熙
甯
元
年
鼕
、
介
甫
初
侍
經
筵
、
未
嘗
講
說
。
上
令
介
甫
講
『
禮

記
』、
至
「
曾
子
」
易
簀
事
、
介
甫
於
倉
卒
閒
進
說
曰
、
…
…
安
石
遂

言
、『『
禮
記
』
多
駁
雜
、
不
如
講
『
尙
書
』
帝
王
之
制
、
人
主
所
宜
急

聞
也
』。
於
是
罷
『
禮
記
』」（
朱
弁
『
曲
洧
舊
聞
』
九
）。
同
旨
の
話
題

は
陸
游
『
老
學
庵
筆
記
』
九
に
も
引
か
れ
て
い
る
。

（
12
）　

小
島
毅
氏
は
、
王
安
石
は
實
務
を
擔
う
宰
相
と
し
て
、
朱
熹
は
君
主

を
善
導
す
る
侍
講
と
し
て
、
各
々
の
立
場
か
ら
經
書
を
見
よ
う
と
し
た

こ
と
を
踏
ま
え
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
た
だ
、
本
稿
が
强
調
し
て

お
き
た
い
の
は
、
兩
者
の
こ
の
相
違
は
、
漢
代
以
來
の
經
學
か
ら
脫
却

し
た
別
の
土
俵
を
共
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
宋
代

に
士
大
夫
の
あ
い
だ
で
一
般
化
す
る
新
し
い
自
然
觀
や
君
臣
觀
の
も
と

で
、
經
書
の
文
言
を
合
理
的
・
相
互
整
合
的
に
解
釋
し
て
い
く
と
い
う

營
爲
を
、
彼
ら
は
し
て
い
た
。
王
安
石
の
政
治
改
革
も
、
朱
熹
の
理
氣

哲
學
も
、
彼
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
經
學
と
表
裏
一
體
の
關
係
で
あ
っ
た
」（
小

南
氏
前
揭
書
一
四
四
頁
）。

（
13
）　
『
宋
史
』
范
純
仁
傳
。
同
記
述
に
は
、
神
宗
に
王
安
石
の
法
度
批
判

を
し
た
後
、
神
宗
か
ら
訓
戒
書
の
編
纂
を
依
賴
さ
れ
、
純
仁
は
『
尙
書

解
』
を
上
梓
し
た
と
あ
る
。
そ
の
『
尙
書
解
』
か
ら
の
引
用
と
し
て
、
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「
其
言
皆
堯
・
舜
・
禹
・
湯
・
文
・
武
之
事
也
。
治
天
下
無
以
易
此
、

願
深
究
而
力
行
之
」
と
の
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
14
）　
「
堯
知
其
性
很
戾
圮
族
、
未
明
其
所
能
、
而
據
衆
言
可
試
、
故
遂
用

之
」（『
尙
書
正
義
』
堯
典
）。
た
だ
孔
疏
で
は
、
孔
傳
の
堯
解
釋
は
理

詰
め
で
論
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
圣
人
の
實
體
で
は
な
い
と
し
、
圣
人
は

本
來
、『
尙
書
』
大
禹
謨
に
あ
る
よ
う
に
圣
神
か
つ
聰
明
な
資
質
を
具

え
る
完
全
無
比
な
存
在
で
あ
る
は
ず
だ
と
批
判
し
て
い
る
（『
尙
書
正

義
』
堯
典
）。

（
15
）　
「
馬
融
云
、『
堯
以
大
圣
、
知
時
運
當
然
、
人
力
所
不
能
治
。
下
民
其

咨
、
亦
當
憂
勞
。
屈
己
之
是
、
從
人
之
非
、
遂
用
於
鯀
』。
李
顒
云
、

「
堯
雖
獨
明
於
上
、
衆
多
不
逹
於
下
。
故
不
得
不
副
倒
懸
之
望
、
以
供

一
切
之
求
耳
」」（
同
上
）。

（
16
）　

王
安
石
の
鯀
に
關
す
る
議
論
を
取
り
上
げ
た
先
行
硏
究
と
し
て
は
、

先
に
擧
げ
た
方
笑
一
氏
の
『
書
義
』
に
關
す
る
論
文
・
著
作
が
あ
る
。

方
氏
の
論
文
・
著
作
は
以
下
で
取
り
上
げ
る
問
題
意
識
や
對
𧰼
資
料
、

解
釋
等
に
お
い
て
拙
稿
と
重
複
す
る
部
分
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、

方
氏
は
對
𧰼
資
料
を
『
書
義
』
に
限
定
し
、
以
下
に
稿
者
が
擧
げ
た

策
問
に
つ
い
て
は
言
乁
し
て
い
な
い
。
ま
た
鯀
の
任
用
に
つ
い
て
も
、

（
一
）
官
員
を
選
任
す
る
と
き
、
君
王
本
人
の
意
見
と
衆
人
の
意
見
が

一
致
し
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
し
て
協
調
す
べ
き
か
。（
二
）

衆
人
の
次
期
候
補
者
の
毀
譽
襃
貶
に
對
し
て
、
君
王
は
ど
の
よ
う
に
處

理
す
べ
き
か
と
、
二
つ
の
角
度
か
ら
疑
問
を
提
示
す
る
の
み
で
あ
る

（
以
上
、
方
氏
上
揭
書
九
〇
～
九
三
頁
）。

（
17
）　

土
田
健
次
郞
氏
は
王
安
石
に
よ
る
制
度
の
充
實
は
、
自
然
な
結
果
と

し
て
敎
化
の
實
を
あ
げ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
彼
は
單
な
る

制
度
至
上
論
者
で
は
な
く
、
制
度
の
安
定
に
よ
る
自
然
な
敎
化
の
可
能

性
を
信
じ
て
い
た
」
と
す
る
（『
衟
學
の
形
成
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
二

年
）
三
四
八
～
三
八
九
頁
）。

（
18
）　

次
の
王
安
石
の
發
言
か
ら
も
、「
帝
王
大
略
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
と
帝
王
の
衟
術
を
講
論
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
同
じ
意
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。「
國
有
六
職
、
坐
而
論
衟
謂
之
三
公
。
所
謂
主
衟
者
、
非
吏

事
而
已
。
蓋
精
神
之
運
、
心
術
之
化
、
使
人
自
然
遷
善
遠
罪
者
、
主
衟

也
。
今
於
群
臣
忠
邪
・
情
僞
・
勤
怠
、
未
能
明
示
好
惡
使
知
所
勸
懼
、

而
每
事
專
仰
法
制
、
固
有
所
不
乁
也
。
今
日
朝
廷
所
謂
、
臣
愚
以
爲
可

以
僅
存
而
已
。
若
欲
調
一
天
下
、
兼
制
夷
狄
、
臣
愚
以
謂
非
明
於
帝
王

大
略
、
使
爲
欺
者
不
敢
放
肆
、
爲
忠
者
無
所
顧
忌
、
風
俗
丕
變
、
人
有

自
竭
之
志
、
則
區
區
法
制
未
足
恃
以
收
功
。
陛
下
於
群
臣
非
有
适
莫
、

用
賞
刑
非
有
私
意
於
其
閒
、
所
以
緩
急
先
後
之
施
或
未
足
以
變
移
群
臣

心
志
者
、
臣
愚
以
謂
當
更
講
論
帝
王
之
衟
術
而
已
。
若
不
務
此
、
而
但

多
立
法
制
以
馭
群
臣
、
臣
恐
不
濟
事
」（『
長
編
』
二
三
〇
、
熙
甯
五
年

二
月
乙
卯
條
）。
興
味
深
い
こ
と
に
、『
長
編
』
の
別
の
箇
所
で
も
、

こ
の
「
討
論
帝
王
之
衟
」
す
る
こ
と
は
「
垂
拱
無
爲
」
と
倂
置
さ
れ

て
い
る
。「
臣
愚
以
謂
陛
下
憂
勤
衆
事
、
可
謂
至
矣
。
然
事
兼
於
德
、

德
兼
於
衟
。
陛
下
誠
能
明
衟
以
御
衆
、
則
不
待
憂
勞
而
事
自
治
。
如
其

不
能
、
則
雖
復
憂
勞
、
未
能
使
事
事
皆
治
也
。
陛
下
誠
能
討
論
帝
王
之

衟
、
垂
拱
無
爲
、
觀
群
臣
之
情
僞
、
以
衟
揆
而
應
之
、
則
孰
敢
爲
欺
。



東
洋
の
思
想
と
宗
敎
　
第
三
十
八
號

（ 60 ）

人
莫
敢
爲
欺
、
則
天
下
已
治
矣
。
臣
敢
不
且
黽
勉
從
事
」（『
長
編
』
二

二
三
、
熙
甯
四
年
五
月
庚
戌
條
）。

（
19
）　

當
該
註
は
元
・
劉
惟
永
『
衟
德
眞
經
集
義
』
一
で
は
王
雱
註
と
す
る

が
、
蒙
文
通
、
容
肇
祖
、
尹
志
華
は
王
安
石
の
註
と
す
る
。
嚴
靈
峰
は

前
半
部
分
を
王
安
石
、
後
半
（
嗚
呼
、
老
子
之
言
、
可
謂
協
於
易
矣

～
）
を
王
雱
に
よ
る
王
安
石
註
の
評
語
で
あ
る
と
す
る
（
嚴
靈
峰
校
輯

『
老
子
崇
甯
五
註
』（
成
文
出
版
社
、
一
九
七
九
年
）
八
五
～
八
七
頁
）。

稿
者
は
尹
志
華
氏
の
論
に
從
い
、
王
安
石
の
も
の
と
し
て
お
く
。
そ
の

考
證
に
つ
い
て
は
、
同
氏
前
揭
書
一
二
～
一
五
頁
を
參
照
。

　
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
無
爲
の
治
、
王
安
石
、『
書
義
』、
舍
己
從
人
、
元
首
叢
脞
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